
建替えに係る学校の位置及び複合化等について 

 

【学校の位置の決定】 

 

  学校の位置 ： 西東京市西原町三丁目４番１号（現在の敷地） 

 

＜経過＞ 

  令和７年６月 19 日 ： 田無第三中学校建替協議会 第９回会議 

 

  令和７年６月 24 日 ： 西東京市教育委員会 第６回定例会 

 

  令和７年７月７日  ： 市長と教育委員との協議 

                  

 

  令和７年７月 30 日 ： 市長が学校の位置を判断 

                  

 

＜決定理由＞ 

 次の考えを実現できるのは現地建替えであり、上記のとおり学校の位置を決定した。 

◆ 建築後 64 年を経過する校舎等の早期の建替えを実現する必要がある。 

◆ 今後 60 年を超える長期的な使用となることから、将来にわたって、子どもたちが安

全・安心に過ごせる教育環境の整備が重要である。 

◆ 「学校を核としたまちづくり」の実現に向けて、地域の多様な世代や属性の人が集い、

交流・活動できる場所となるよう、教育環境の充実を図りつつ、学校の複合化等を進

める。 

◆ また、地域の住環境の向上につながる建替えを推進することで、学校施設が地域のコ

ミュニティ形成を担う場所となるよう整備を進める。 

 

 

【複合化等の決定】 

 市長部局において、令和７年７月に「田無第三中学校 複合化等を実施する施設・機能につ

いて」を策定し、以下の施設・機能の複合化等を決定した。 

 

① 貸館機能（田無町市民集会所、芝久保第二市民集会所） 

② 西原北児童館 

③ けやき保育園（地域子育て支援センターを含む） 

④ 西原町地域包括支援センター 

⑤ 相談窓口・交流スペース 

⑥ 防災備蓄倉庫 

資料１-１ 
田 無 第 三 中 学 校 建 替 協 議 会 

第 10 回 令和７年 10 月 31 日 


